
 
 

町田市と大学等との連携に関する協定書 

 

 

町田市と、末尾に記載の大学、短期大学及び高等専門学校（以下「大学等」という。）は、

次のとおり包括連携協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、町田市と大学等とが包括的な連携のもと、相互の資源を活用した連携を

強化することを目的とする。 

 

（連携内容） 

第２条 前条に掲げた相互の資源を活用した連携とは、次に掲げる事項とする。 

（１）町田市が地域課題の解決を図るために、大学等が持つ知的財産を活用すること。 

（２）町田市が地域住民の利便性を図るために、大学等が持つ施設を活用すること。 

（３）学生が地域の担い手として活躍するための仕組みをつくること。 

（４）大学等が地域住民を顧客としたサービスを提供すること。 

（５）町田市が調査、研究のために必要となる情報を大学等に提供すること。 

（６）その他、本協定の趣旨・目的の達成のために必要と認める事項 

 

（連携の推進） 

第３条 前条に掲げる事項の円滑な推進を図るため、町田市学長懇談会幹事会において協

議をおこなう。 

 

（有効期間） 

第４条 本協定の有効期限は、締結日から２年間とする。ただし、本協定による有効期間満

了の日の３０日前までに、町田市及び大学等から何らの申出もないときは、有効期限を２年

間更新するものとし、その後も同様とする。 

 

（締結大学等の追加） 

第５条 新たな大学等が本協定の締結を希望する場合は、その旨を町田市に申し出るとと

もに、町田市と本協定を締結している大学等で協議をして、その可否を決めるものとする。 

 

（疑義又は本協定に定めのない事項） 

第６条 本協定に定める事項について疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項につ

いて定める必要があるときは、町田市学長懇談会で協議をして定めるものとする。 



 
 

町田市及び大学等は、この協定の締結を証するため、ここに記名する。 
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